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孤独・孤立対策

〇 社会環境の変化により人と人との「つながり」が希薄化し、コロナ禍により孤独・孤立の問題が顕在化・深刻化
※我が国は、社会関係資本に関連する指標（社会的支援（困った時にいつでも頼れる友人や親戚はいるか）等）がG7の中で下位に位置する（国連「世界幸福度報告」）

〇 今後、単身世帯や単身高齢世帯の増加が見込まれる中、孤独・孤立の問題の深刻化が懸念
→ コロナ禍が収束したとしても、社会に内在する孤独・孤立の問題に対し、政府として必要な施策を着実に実施

背景

孤独・孤立対策
＜基本理念＞
(1) 人生のあらゆる場面で誰にでも起こり得る孤独・孤立の問題に、社会全体で対応（孤独・孤立対策はすべての国民が対象）

(2) 当事者や家族等の立場に立って、施策を推進
(3) 当事者や家族等が信頼できる人と対等につながり、人と人との「つながり」を実感できる施策を推進（ウェルビーイングの向上、社会関係資本の充実も）

社会のあらゆる分野に孤独・孤立対策の視点を入れ、人と人との「つながり」をそれぞれの選択の下で緩やかに築ける社会環境づくり
→ 「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会」、「相互に支え合い、人と人との「つながり」が生まれる社会」を目指す

＜基本方針＞ →具体的施策は重点計画に記載
(1)孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする
①孤独・孤立の実態把握、「予防」の観点からの施策を推進
②支援情報の発信（ウェブサイト等）③声を上げやすい・声をかけやすい環境整備

(2)状況に合わせた切れ目のない相談支援につなげる
①相談支援体制の整備（「孤独・孤立相談ダイヤル」試行等）②人材育成等の支援

(3)見守り・交流の場や居場所を確保、人と人との「つながり」を実感できる地域づくり
①居場所の確保（日常の様々な分野で緩やかな「つながり」を築ける多様な「居場所」づくり等）
②アウトリーチ型支援 ③「社会的処方」の活用 ④地域における包括的支援体制

(4)孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動を支援、官・民・NPO等の連携を強化
①NPO等の活動への支援（各年度継続的に支援）②NPO等との対話の推進
③連携の基盤となるプラットフォームの形成（国・地方の官民連携プラットフォーム）
④行政における孤独・孤立対策の推進体制の整備

「孤独・孤立対策の重点計画」で、政府が今後
重点的に取り組む具体的施策をとりまとめ。
毎年度を基本としつつ必要に応じて、重点計画
全般の見直しを検討。

⇒  孤独・孤立対策を本格実施の段階へ進めていくため、国・地方公共団体における安定的・継続的な推進体制等に係る法整備を行う



近時における社会の変化を踏まえ、日常生活若しくは社会生活において孤独を覚えること
により、又は社会から孤立していることにより心身に有害な影響を受けている状態にある者
への支援等に関する取組について、その基本理念、国等の責務、施策の基本となる事項
及び孤独・孤立対策推進本部の設置等について定める。

→「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会」、
「相互に支え合い、人と人との「つながり」が生まれる社会」を目指す

１．基本理念
孤独・孤立対策（孤独・孤立の状態となることの予防、孤独・孤立の状態にある者へ

の迅速かつ適切な支援その他孤独・孤立の状態から脱却することに資する取組）につい
て、次の事項を基本理念として定める。
① 孤独・孤立の状態は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、社会

のあらゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図ることが重要であること。
② 孤独・孤立の状態にある者及びその家族等（当事者等）の立場に立って、当事者等

の状況に応じた支援が継続的に行われること。
③ 当事者等に対しては、その意向に沿って当事者等が社会及び他者との関わりを持つこ

とにより孤独・孤立の状態から脱却して日常生活及び社会生活を円滑に営むことがで
きるようになることを目標として、必要な支援が行われること。

２．国等の責務等
孤独・孤立対策に関し、国・地方公共団体の責務、国民の理解・協力、関係者の

連携・協力等を規定する。

３．基本的施策
・ 孤独・孤立対策の重点計画の作成
・ 孤独・孤立対策に関する国民の理解の増進、多様な主体の自主的活動に資する啓発
・ 相談支援（当事者等からの相談に応じ、必要な助言等の支援）の推進
・ 関係者（国、地方公共団体、当事者等への支援を行う者等）の連携・協働の促進
・ 当事者等への支援を行う人材の確保・養成・資質向上
・ 地方公共団体及び当事者等への支援を行う者に対する支援
・ 孤独・孤立の状態にある者の実態等に関する調査研究の推進

４．推進体制
・ 内閣府に特別の機関として、孤独・孤立対策推進本部（重点計画の作成等）を置く。
・ 地方公共団体は、関係機関等により構成され、必要な情報交換及び支援内容に関す

る協議を行う孤独・孤立対策地域協議会を置くよう努める。
・ 協議会の事務に従事する者等に係る秘密保持義務及び罰則規定を設ける。

令和６年４⽉１⽇
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孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
法

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
）

第
二
章

孤
独
・
孤
立
対
策
に
関
す
る
施
策
（
第
八
条
―
第
十
九
条
）

第
三
章

孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
本
部
（
第
二
十
条
―
第
二
十
七
条
）

第
四
章

罰
則
（
第
二
十
八
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
社
会
の
変
化
に
よ
り
個
人
と
社
会
及
び
他
者
と
の
関
わ
り
が
希
薄
に
な
る
中
で
、
日
常
生
活
若
し
く

は
社
会
生
活
に
お
い
て
孤
独
を
覚
え
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
社
会
か
ら
孤
立
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
心
身
に
有
害
な
影
響
を

受
け
て
い
る
状
態
（
以
下
「
孤
独
・
孤
立
の
状
態
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
者
の
問
題
が
深
刻
な
状
況
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
孤
独
・
孤
立
の
状
態
と
な
る
こ
と
の
予
防
、
孤
独
・
孤
立
の
状
態
に
あ
る
者
へ
の
迅
速
か
つ
適
切
な
支
援
そ
の
他
孤
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独
・
孤
立
の
状
態
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
に
資
す
る
取
組
（
以
下
「
孤
独
・
孤
立
対
策
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本

理
念
、
国
等
の
責
務
及
び
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
本
部
を
設
置
す
る
こ
と

等
に
よ
り
、
他
の
関
係
法
律
に
よ
る
施
策
と
相
ま
っ
て
、
総
合
的
な
孤
独
・
孤
立
対
策
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

（
基
本
理
念
）

第
二
条

孤
独
・
孤
立
対
策
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
理
念
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

孤
独
・
孤
立
の
状
態
は
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
何
人
に
も
生
じ
得
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
の
変
化
に
よ
り
孤

独
・
孤
立
の
状
態
に
あ
る
者
の
問
題
が
深
刻
な
状
況
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
孤
独
・
孤
立
の
状
態
に
あ
る
者
の
問
題
が
社

会
全
体
の
課
題
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
孤
独
・
孤
立
対
策
の
推
進
を
図
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
こ
と
を
旨
と
す
る
こ
と
。

二

孤
独
・
孤
立
の
状
態
と
な
る
要
因
及
び
孤
独
・
孤
立
の
状
態
が
多
様
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
孤
独
・
孤
立
の
状
態
に
あ

る
者
及
び
そ
の
家
族
等
（
以
下
「
当
事
者
等
」
と
い
う
。
）
の
立
場
に
立
っ
て
、
当
事
者
等
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
が
継

続
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
こ
と
。
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三

当
事
者
等
に
対
し
て
は
、
そ
の
意
向
に
沿
っ
て
当
事
者
等
が
社
会
及
び
他
者
と
の
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
孤
独
・

孤
立
の
状
態
か
ら
脱
却
し
て
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
標
と
し

て
、
必
要
な
支
援
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
こ
と
。

（
国
の
責
務
）

第
三
条

国
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
次
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
孤

独
・
孤
立
対
策
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
四
条

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
孤
独
・
孤
立
対
策
に
関
し
、
国
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携

を
図
り
つ
つ
、
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
当
事
者
等
の
状
況
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
国
民
の
努
力
）

第
五
条

国
民
は
、
孤
独
・
孤
立
の
状
態
に
あ
る
者
に
対
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が

実
施
す
る
孤
独
・
孤
立
対
策
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
者
の
連
携
及
び
協
力
）
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第
六
条

国
、
地
方
公
共
団
体
、
当
事
者
等
へ
の
支
援
を
行
う
者
、
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
基
本
理
念
の
実
現
に
向

け
て
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
法
制
上
の
措
置
等
）

第
七
条

政
府
は
、
孤
独
・
孤
立
対
策
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

孤
独
・
孤
立
対
策
に
関
す
る
施
策

（
孤
独
・
孤
立
対
策
の
重
点
計
画
）

第
八
条

孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
本
部
は
、
孤
独
・
孤
立
対
策
に
関
す
る
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
の
重
点
計
画
（
以
下
こ
の

条
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
孤
独
・
孤
立
対
策
重
点
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

孤
独
・
孤
立
対
策
重
点
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

孤
独
・
孤
立
対
策
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針

二

孤
独
・
孤
立
対
策
に
関
し
、
政
府
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
施
策
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三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
孤
独
・
孤
立
対
策
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要

な
事
項

３

孤
独
・
孤
立
対
策
重
点
計
画
に
定
め
る
施
策
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
施
策
の
具
体
的
な
目
標
及
び
そ
の
達
成

の
期
間
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

４

孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
本
部
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
孤
独
・
孤
立
対
策
重
点
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

５

孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
本
部
は
、
適
時
に
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
目
標
の
達
成
状
況
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を

遅
滞
な
く
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
民
の
理
解
の
増
進
等
）

第
九
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
孤
独
・
孤
立
対
策
に
関
し
、
広
く
国
民
一
般
の
関
心
を
高
め
、
そ
の
理
解
と
協
力
を
得

る
と
と
も
に
、
社
会
を
構
成
す
る
多
様
な
主
体
の
参
加
に
よ
る
自
主
的
な
活
動
に
資
す
る
よ
う
、
必
要
な
啓
発
活
動
を
積
極

的
に
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
相
談
支
援
）
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第
十
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
地
方
公
共
団
体
、
当
事
者
等
へ
の
支
援
を
行
う
者
、
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
が
、

当
事
者
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
こ
と
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な

施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
協
議
の
促
進
等
）

第
十
一
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
当
事
者
等
へ
の
支
援
を
行
う
者
、
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係

者
が
相
互
に
連
携
と
協
働
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
孤
独
・
孤
立
対
策
に
関
す
る
施
策
の
効
果
的
な
推
進
が
図
ら
れ
る
こ
と
に

鑑
み
、
こ
れ
ら
の
者
の
間
に
お
け
る
協
議
の
促
進
そ
の
他
の
関
係
者
相
互
間
の
連
携
と
協
働
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施

策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
人
材
の
確
保
等
）

第
十
二
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
当
事
者
等
へ
の
支
援
を
行
う
人
材
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に
必
要
な
施
策

を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
及
び
当
事
者
等
へ
の
支
援
を
行
う
者
に
対
す
る
支
援
）

第
十
三
条

国
は
、
孤
独
・
孤
立
対
策
に
関
す
る
施
策
に
関
し
、
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
施
策
及
び
当
事
者
等
へ
の
支
援
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を
行
う
者
が
行
う
孤
独
・
孤
立
対
策
に
係
る
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
研
究
の
推
進
）

第
十
四
条

国
は
、
孤
独
・
孤
立
の
状
態
に
あ
る
者
の
実
態
に
関
す
る
調
査
研
究
そ
の
他
の
孤
独
・
孤
立
対
策
に
関
す
る
施
策

の
策
定
に
必
要
な
調
査
研
究
を
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
孤
独
・
孤
立
対
策
地
域
協
議
会
）

第
十
五
条

地
方
公
共
団
体
は
、
孤
独
・
孤
立
対
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
連
携
及
び
協
働
を
図
る
た
め
、
単
独
で
又
は

共
同
し
て
、
当
事
者
等
に
対
す
る
支
援
（
以
下
こ
の
項
、
次
条
及
び
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
単
に
「
支
援
」
と
い

う
。
）
に
関
係
す
る
機
関
及
び
団
体
、
支
援
に
関
係
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
次
条
第
二
項
及
び
第
二

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
孤
独
・
孤
立
対
策
地
域
協
議
会
（
以
下
「
協

議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
協
議
会
を
設
置
し
た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
協
議
会
の
事
務
等
）

第
十
六
条

協
議
会
は
、
前
条
第
一
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
必
要
な
情
報
の
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
支
援
の
内
容
に
関

す
る
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

協
議
会
を
構
成
す
る
関
係
機
関
等
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
構
成
機
関
等
」
と
い
う
。
）
は
、
前
項
の
協
議
の
結
果

に
基
づ
き
、
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

協
議
会
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
の
交
換
及
び
協
議
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
構
成
機
関
等

に
よ
る
支
援
の
実
施
に
関
し
他
の
構
成
機
関
等
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
構
成

機
関
等
に
対
し
、
支
援
の
対
象
と
な
る
当
事
者
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
意
見
の
開
陳
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
協
議
会
の
孤
独
・
孤
立
対
策
調
整
機
関
）

第
十
七
条

協
議
会
を
設
置
し
た
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
構
成
機
関
等
の
う
ち
か
ら
一
の
機
関
又
は
団
体
を
限
り
孤
独
・
孤

立
対
策
調
整
機
関
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
調
整
機
関
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

調
整
機
関
は
、
協
議
会
に
関
す
る
事
務
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
支
援
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
協
議
会
の
定
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め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
構
成
機
関
等
が
行
う
支
援
の
状
況
を
把
握
し
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
他
の
構
成
機
関
等
が
行
う
支
援

を
組
み
合
わ
せ
る
な
ど
構
成
機
関
等
相
互
の
連
絡
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
秘
密
保
持
義
務
）

第
十
八
条

協
議
会
の
事
務
（
調
整
機
関
と
し
て
の
事
務
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
事
す
る
者
又
は
協

議
会
の
事
務
に
従
事
し
て
い
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
協
議
会
の
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な

ら
な
い
。

（
協
議
会
の
定
め
る
事
項
）

第
十
九
条

第
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
会

が
定
め
る
。

第
三
章

孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
本
部

（
設
置
）

第
二
十
条

内
閣
府
に
、
特
別
の
機
関
と
し
て
、
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
所
掌
事
務
等
）
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第
二
十
一
条

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

孤
独
・
孤
立
対
策
重
点
計
画
を
作
成
し
、
及
び
そ
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
孤
独
・
孤
立
対
策
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
審
議
す
る
こ
と
。

２

本
部
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
、
地
方
公
共
団
体
、
協
議
会
又
は
関
係
機
関
等

の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

（
組
織
）

第
二
十
二
条

本
部
は
、
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
本
部
長
、
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
副
本
部
長
及
び
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
本

部
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

（
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
本
部
長
）

第
二
十
三
条

本
部
の
長
は
、
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を

も
っ
て
充
て
る
。

２

本
部
長
は
、
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
所
部
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

（
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
副
本
部
長
）
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第
二
十
四
条

本
部
に
、
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
副
本
部
長
（
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
副
本
部
長
」
と
い
う
。
）

を
置
き
、
内
閣
官
房
長
官
並
び
に
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
命
担

当
大
臣
で
あ
っ
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
命
を
受
け
て
同
法
第
四
条
第
一
項
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
事
務
及
び

こ
れ
に
関
連
す
る
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
も
の
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

副
本
部
長
は
、
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る
。

（
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
本
部
員
）

第
二
十
五
条

本
部
に
、
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
本
部
員
（
次
項
に
お
い
て
「
本
部
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

本
部
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

一

総
務
大
臣

二

法
務
大
臣

三

文
部
科
学
大
臣

四

厚
生
労
働
大
臣

五

農
林
水
産
大
臣
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六

国
土
交
通
大
臣

七

環
境
大
臣

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
長
及
び
副
本
部
長
以
外
の
国
務
大
臣
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す

る
者

（
資
料
提
出
の
要
求
等
）

第
二
十
六
条

本
部
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対

し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

本
部
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
に

対
し
て
も
、
必
要
な
協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
七
条

第
二
十
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で

定
め
る
。

第
四
章

罰
則
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第
二
十
八
条

第
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
刑
法

施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ

る
の
は
、
「
懲
役
」
と
す
る
。
刑
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る
刑
法
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
検
討
）

第
三
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
孤

独
・
孤
立
対
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

内
閣
府
設
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
四

孤
独
・
孤
立
対
策
（
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
法
（
令
和
五
年
法
律
第

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
も
の
を

い
う
。
第
三
項
第
二
十
七
号
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
事
項

第
四
条
第
三
項
第
二
十
七
号
の
三
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十
七
の
四

孤
独
・
孤
立
対
策
重
点
計
画
（
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）

の
作
成
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
七
の
五

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
孤
独
・
孤
立
対
策
の
推
進
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
他
省
の
所
掌
に
属
し
な

い
も
の
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
条
第
三
項
の
表
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
本
部

孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
法
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